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研究ノート

家計における太陽光発電普及のための提案
―低炭素社会の実現に向けて―

越　田　加代子
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おわりに

は じ め に

　「気候変動に関する政府間パネル」（Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC）第四次報
告書（AR4）（2007年）によれば，産業革命以来の全地球的な平均気温上昇を摂氏２度までに抑え
る必要があるという。温暖化を防止するためには，2050年までに全世界で温室効果ガスの排出を
半減しなければならないとしている。
　それに呼応して，日本政府は，2009年９月に開催された国連気候変動首脳会合で，2020年まで
に温室効果ガスを1990年比25％削減することを国際公約した

1）
。その後，2010年３月12日，「地球

温暖化対策基本法」が閣議決定後，国会に上程された
2）
。その法案には，温暖化ガスの排出量を

「2020年までに1990年比25％削減する」という数値目標が明記された
3）
。2020年までに温室効果ガ

スを1990年比25％削減するための方策として，何が必要なのだろうか。
　温暖化ガスの削減目標を国際的に取り決めた京都議定書は，温暖化ガス排出量の基準となる
1990年比で６％削減することを日本に求めている。2008年度は金融危機後の深刻な不況で生産活
動が落ち込み，排出量は2007年度比6.2％減となったが，90年比では1.9％増になっている。エネ
ルギー消費と温暖化ガス排出量の関係は二酸化炭素（CO2）でみるとより明確である。90年比で
08年度は，7.4％増（07年度比は6.7％減）になっている（図１）。家庭での排出量は90年比34.2％増，
業務も43.0％増で，それぞれ07年比では４％以上排出量が減っているにもかかわらず，90年比で
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は大幅増である。一方，産業部門は90年比で13.2％減少している
4）
（図２）。

　ここで，日本における2008年のエネルギー排出源を確認しよう。発電時の CO2 排出量全体を
エネルギー転換部門の排出としてカウントする直接排出方式（図３―１）では，発電所は約三分の
一を占める最大の排出源である。産業部門も直接排出で約３割を占め，これらを合せると約62％
が産業系である。民生業務および事業系の運輸部門を合せると，日本の直接排出の約９割が事業
系である

5）
。一方，家庭が排出している CO2 は約５％，これは灯油とガスの使用が主である。他

方，発電した電力を使う最終ユーザーに発電に伴う CO2 を計上した間接排出方式（図３―２）で
は，家庭部門は14.1％となる。ここではガス，灯油に加え，使用する電力が排出する CO2 も家
庭部門となる。また運輸部門の半分近くは自家用車なので，家庭部門からの排出量は約20％とな
る

6）
。それゆえ，エネルギー転換部門では，家庭や業務事業所などの需要側での消費量削減対策だ
けでなく，供給側での火力発電所の燃料転換，発電所の省エネ効率の改善投資が中長期的な大幅
削減に必須であり，排出可能性が大きいことがわかる

7）
。以上のように，日本の CO2 排出の圧倒

的部門は，エネルギー起源であり，その三分の一はエネルギー転換部門である。なかでも化石燃
料を用いる火力発電が極めて大きな比率を占めている（図４）。
　ところで，2020年までに1990年比 CO2 の排出量を25％削減するためには，どのような方法が
あるのだろうか。それは，①発電効率を高めること，②ライフスタイルの転換を促すこと，③エ
ネルギー転換を図ることなどが挙げられる。本稿では③について検討する。化石燃料からのエネ
ルギー転換を図るためには，省エネやエネルギー効率の改善を推進するとともに，化石燃料から
CO2 を排出しないエネルギーに代替することが必要である。その代替エネルギーとしては，原子
力発電と再生可能エネルギー（太陽光，風力，地熱など）がある。そこで，2009年度日本の電源別
電力量の構成を確認しよう。石油・石炭・天然ガスも含めた化石燃料全体の占める割合は６割以
上であり，日本の電力量は大部分が化石燃料に依存していることがわかる（図５）。
　上述したように，日本の CO2 排出の圧倒的部門は，エネルギー起源であり，その三分の一は

図１　日本の CO2 排出量の推移

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
（年）

1300

1250

1200

1150

1100

1050

（百万トン）

二
酸
化
炭
素
（
CO2
）
総
排
出
量

10.0

9.5

9.0

8.5

8.0

7.5

（トン／人）

一
人
当
た
り
排
出
量

一人当たり排出量

総排出量

（カッコ内は2008年度排出量の基準年排出量からの変化率）
出所：国立環境研究所　地球環境研究センター　温室効果ガスインベントリオフィス
　　　「1990年～2008年度の温室効果ガス排出量データ」

（年度）

エネルギー転換部門（発電所等）

工業プロセス
廃棄物（焼却等）

家庭部門

業務その他部門
（商業・サービス・事務所等）

運輸部門（自動車・船舶等）

産業部門（工場等）482百万ｔ

217百万ｔ

164百万ｔ

127百万ｔ
68百万ｔ

62百万ｔ
22百万ｔ

419百万ｔ
（▲13.2％）

235百万ｔ
（＋8.3％）
235百万ｔ
（＋43.0％）

171百万ｔ
（＋34.2％）

78百万ｔ
（＋15.2％）
50百万ｔ
（▲19.3％）
26百万ｔ
（＋14.3％）

500

400

300

200

100

0

19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08

（
単
位
　
百
万
ｔ
CO

2）

図２　CO2 の部門別排出量の推移
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エネルギー転換部門である。なかでも化石燃料を用いる火力発電が極めて大きな比率を占めてい
る（図５）。それゆえ，温暖化対策においては，CO2 の排出が少ない発電方式の活用が求められ
る。例えば，火力発電の代替として有力な方法は原子力発電である。それは，CO2 を排出しない
という点では評価出来る電力である。しかし，燃料のウランが枯渇性資源であるだけでなく，安
全性の問題や，莫大な放射性廃棄物の最終処理の方法や費用に問題があるため，火力発電を原子
力発電で代替することには，さまざまな課題が残る。一方，再生可能エネルギーは，CO2 を排出
せず，かつ自然の循環の中で生み出されるクリーンなエネルギーであり環境負荷は小さい。した

出所：国立環境研究所　地球環境研究センター　温室効果ガスインベントリオフィス
　　　「1990年～2008年度の温室効果ガス排出量データ」
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出所：（財）電力中央研究所「日本の発電技術のライフサイクル CO2 排出量 2010.7」
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がって，再生可能エネルギーを積極的に用いること
が必要になってくる。しかし，それらは現状におい
て生産コストが高いこともあり，エネルギー供給の
占める割合が（図５）で示すように1.1％と低い状
況である。
　以上の問題から，再生可能エネルギーのうち，太
陽光発電と風力発電が期待されている。なかでも，
太陽エネルギーは，実際的賦存量

8）
が圧倒的に多く

9）
，

太陽光発電累積導入量（表１）が増加しており，そ
れゆえ，我が国でも太陽光発電の普及促進が求めら
れている。現在，太陽光発電は２つの方法で普及が
進んでいる。一つは火力発電所と同じような大規模
発電所

10）
であり，もう一つは各家庭の屋根に設置され

る小規模分散型の発電である。本稿では，各家庭の
屋根に設置する小規模分散型の太陽光発電をどのように普及拡大させていくのか，その現状の把
握と課題を含め具体案を検討する。
　以下，Ⅰでは，太陽光発電の設置需要の決定要因を検討する。Ⅱでは，現行の太陽光発電普及
のための政策を概観し，太陽光発電の普及政策において，設備設置費用が次第に低下する状況で
需要拡大は期待されるが，その場合には，先行して設備設置した人々に対して不公平にはならな
いのかという問題を検討する。Ⅲでは，太陽光発電設備の設置費用を環境対策型国債によって立
て替えるという提案（小宮山案）の実現可能性を検討する。Ⅳでは，太陽光発電の需要拡大に向
けて，以上述べたことを踏まえて，若干の具体的な方式を提案したい。Ｖでは，事例報告として
「おひさまゼロ円システム」官民協働の取り組みを紹介する。

図５　電力量の構成（2009年度）

出所：『エネルギー白書2010』
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表１　太陽光発電累積導入量の推移 （単位：万 kW）

年 1992 1994 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ド イ ツ 1 1 4 11 19 28 43 103 193 276 384 534

スペイン ― 0 0 0 0 1 1 2 5 15 69 335

日 本 2 3 9 33 45 64 86 113 142 171 192 214

米 国 4 6 9 14 17 21 28 38 48 62 83 117

イタリア 1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 12 46

そ の 他 3 4 7 11 12 16 21 24 28 34 47 96

合 計 11 16 31 72 96 132 181 284 419 563 787 1,343

（注）　国際エネルギー機関（IEA）が実施する太陽光発電システムの研究実施協定（IEA-PVPS）の参加21カ国における累積導入
量。四捨五入の都合上，表中の各数値が，必ずしも合計欄の数値と一致しない場合がある。

（出所）　“Table 2-Cumulative installed PV power （MW） in IEA PVPS countries : historical perspective,”
　　　　IEA-PVPSのデータベース http://www.iea-pvps.org/trends/download/2008/Table_Seite_02.pdf

（後掲参考文献 23―2頁）
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Ⅰ　太陽光発電の設置需要量の決定要因

　各家計において，太陽光発電設備を設置する場合，どのような要因で決定するのだろうか。
　太陽光発電の設置需要量の決定要因は，図Ⅰ―１に示される。
⑴　太陽光発電設備の設置需要量は，予想耐用年数を所与とすると，予想回収期間によって決
定される

11）
。予想回収期間は，発電からの予想収入と設備設置費用で決定される。発電からの

予想収入が上昇するならば，あるいは，設備設置費用が低下するならば，予想回収期間が短
くなり，需要は増加する。
⑵　人々の設備設置需要における意思決定がリスク回避的であるならば，予想収入の変動幅が
大きくなれば，需要は減少する。
⑶　発電効率が高まるならば，予想収入が増加し予想回収期間が短くなる。また，技術進歩と
量産効果を通じて，設備設置費用が低下するならば，予想回収期間は短くなる。
⑷　上記以外に，需要に及ぼす影響には次の要因がある。
①人々の時間選好が高いほど，資金回収に時間がかかるような支出に対して消極的になるの
で，需要は減少する。②破損・故障などのリスクは，小さいほど需要は増加する。

⑸　一般的に，予想回収期間が一定だとしても，人々の環境意識が高まるならば，需要は増加
する。

　以上の要因によって，各家計の太陽光発電の設置需要量が決定される。しかし，太陽光発電を
普及させる観点から，政府の助成がないような状況においては，需要が不足すると予想される。
したがって，政府は，CO2 排出量削減に向けて，太陽光発電設備の増加が求められるので，政府
の助成策が必要になる。
　現在，政府は，どのような具体的方策を採っているのであろうか。それは，①環境意識を高め
るための広告宣伝活動

12）
，②発電効率を高めるための技術開発に対する助成

13）
，③「住宅用太陽光発

電導入支援対策補助金」，④「太陽光発電買い取り制度」などであるが，本稿に関連する③と④

図Ⅰ―１　太陽光発電の設置需要量の決定要因
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について次章で説明しよう。

Ⅱ　現行の太陽光発電の普及政策

　2009年４月の経済危機対策に盛り込まれた現在の太陽光発電の導入目標は，2020年頃までに
2005年比の約20倍程度（2800万 kW）に普及促進を加速するというものである

14）
。その後，政府は

地球温暖化対策を強化する方針を示し，2020年までの温室効果ガス削減目標（1990年比25％減）を
発表し国際公約した。それは，2010年５月策定の「地球温暖化対策基本法」に正式に盛り込まれ
た。政府は CO2 削減の目標達成に向けて，太陽光発電の需要をさらに増加させることである。
　上述したように，現行の普及政策の第１は，「住宅用太陽光発電導入支援対策補助金」であり，
それは，最大出力が 10 kW未満，且つ設備価格が70万円 /kW以下で要件を満たす太陽光発電設
備を住宅に設置する費用に対して，1 kW当たり７万円を補助するというものである

15）
。通常，住

宅には 3 kWの設備を搭載するのが一般的である。一方，上述のような国からの支援とは別に，
標準的な場合，区，県，市町村が補助金を上乗せするケースも多く，補助の有無，水準は自治体
によってさまざまである。例えば，東京都の場合は，最大出力が 10 kW未満，且つ設備価格が
65万円 /kW以下で要件を満たす太陽光発電設備を住宅に設置する費用に対して，1 kW当たり
10万円を助成している

16）
。なお，この財源は税金となるので，納税者が負担することになる。

　第２は，「太陽光発電の買い取り制度」であり，それは，要件を満たした太陽光発電から発電
した自家消費を超えた余剰電力を10年間に亘り，固定価格で買い取ることを一般電気事業者に対
し，義務付ける制度である

17）
。余剰電力の買い取り価格は，設備設置者が10年以内に設備費用を回

収できる水準を目安としているので，初年度 kWh当たり，従前の電気事業者による自主的購入
価格の２倍の48円に設定される

18）
。

　実際，上述した第１と第２の具体的方策の導入が功を奏して，現在，太陽光発電の設置需要が
増加している。なお，第２の方策による価格上昇によって生じる電気代費用の上昇分は，太陽光
発電促進付加金として電気代に転嫁されるので，電気料金を通じて電力消費者が負担することに
なる。現在の制度導入による買い取り価格の負担額は，電気の使用量に応じて変化するが，電気
使用量が毎月300kWhの場合，１ケ月当たり３円～21円程度になる

19）
。例えば，関西電力管内の標

準家庭において，初年度 kWh当たりの単価は0.03円／月であり，月々の負担額は９円（0.03円

×300/kWh）となる
20）
。しかし，実際，太陽光発電の適地と不適地で普及規模に差異が出ると考え

られ，電力会社の上乗せ料金にエリア間で格差が出ることになると予想される
21）
。

　ところで，上述した２つの制度を推し進めていくならば，どのような問題が生じるのかについ
て，以下に検討しよう。
　前章で述べたように，予想回収期間を決める主要な要因の一つは，設備設置費用である。現在
の政策のもとで，一定普及が進み，技術進歩と量産効果を通じて設備設置費用が低下していくな
らば，設備設置需要が増加することは間違いないが，先行して設備を設置した人々と，後で設置
する人々との間で，後者の方は設備設置費用が安くなるという不公平性の問題が生じうる。その
ことを「太陽光発電買い取り制度」および「住宅用太陽光発電導入支援対策補助金」に関して説
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明しよう。
　まず，「太陽光発電買い取り制度」を考える。そこで，今，環境意識の高い人々と相対的に環
境意識の低い人々が存在するとしよう。所与の設備設置費用のもと，政府が，ある買い取り価格
を決定するならば，予想回収期間が決まる。その予想回収期間のもとで，いち早く設置する環境
意識の高い人々を A層とすると，A層は少数派であろう。一方，相対的に環境意識が低く設置
をためらう多数派の人々を B層とする。さらに B層のなかで，現在の予想回収期間では，長す
ぎるという理由で設置しない層を B1 層とする。
　現在の政策の下で，もし，設備設置費用が低下するにもかかわらず，政府が現行の買い取り価
格を維持するならば（厳密には，設備費用の低下ほどには買い取り価格を引き下げないならば），予想回
収期間が短くなるので，B1 層が設置し始める。すなわち，設備費用の低下に対して，政府が買
い取り価格を維持する場合には，先行的に設置した A層と後で購入する B1 層の間で予想回収期
間に差が生じ，この差が大きくなればなるほど，B1 層の需要が増加する。したがって，予想回
収期間の差のみを比較するならば，相対的に A層は不利になるという不公平性が生じるだろう。
　そこで，もし，両者に対して，政府が予想回収期間を同じにしようとするならば，次第に買い
取り価格を引き下げる必要がある。しかし，この場合には，公平性が保たれたとしても B1 層に
とっては，予想回収期間が短くならないので，需要の増加が抑制されるという問題が生じる。し
たがって，A層と B1 層の予想回収期間の差のみを考慮して買い取り価格を決定するならば，需
要の拡大と公平性の維持は矛盾するので，２つの目的を同時に実現することはできない。
　次に，「住宅用太陽光発電導入支援対策補助金」については，もし，補助金政策が変更になる
ならば，太陽光発電の設置需要はどのようになるのだろうか。設備設置費用の支払額は，販売価
格から補助金を差し引いたものであるので，もし，政府が設備費用の低下と同じだけ補助金を減
額するならば，設備設置費用の支払額は同じであり，その予想回収期間も一定である。この場合
は，A層と B1 層の予想回収期間の公平性は保たれているが，B1 層の需要は期待できない。もし，
政府が設備設置費用の低下に対して，それ以下に補助金を減額しないならば，設備設置費用の支
払額は減少し，予想回収期間が短くなるので，B1 層の需要を増加させるためには，政府は予想
回収期間を短くするような補助金を決定することが必要になる。したがって，「太陽光発電買い
取り制度」と同様に，A層と B1 層の予想回収期間の差のみを考慮して，補助金を決定するなら
ば，需要の拡大と公平性の維持は矛盾するので，２つの目的を同時に実現することはできない。
以上のように，政府が，予想回収期間を短くするような決定をしないならば，需要の増加は期待
できないし，需要を拡大するために，予想回収期間を次第に短くするならば，不公平性の問題が
生じる

22）
。

　では，現行制度の下で，本当に需要拡大と公平性の維持との間のジレンマは生じうるのだろう
か。ここで重要なのは，これまで暗黙のうちに太陽光発電設備の設置が，A層と B1 層間の予想
回収期間の比較のみに依存して決定されることを前提としてきたことである。しかし，もし，A
層と B1 層の効用関数に注目するならば，このことは矛盾しない可能性があることを以下で説明
しよう。
　そこで，今，A層と B1 層の効用関数を考えてみよう。A層は環境意識の高い人々なので，世
の中の人たちが，まだ導入していない太陽光発電設備を先行して設置していることに高い効用を
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見出していると考えられる。B1 層は環境意識の低い人々なので，A層と異なり，太陽光発電設
備を先行して設置するという効用は相対的に低いといえよう。それゆえ，A層の予想回収期間
が B1 層のそれよりも長いとしても，A層は環境意識の高さに効用を見出していることから，効
用水準が A層と B1 層で同じであるということが起こりうる。したがって，需要拡大という目的
の実現に向けて，政府は，後で設置する B1 層の予想回収期間が短くなるように買い取り価格を
設定しても，効用関数の違いを考慮すれば，不公平感が生じるとは言えない。
　にもかかわらず，需要をいっそう拡大するために，政府が B1 層に対して予想回収期間を A層
よりも極端に短くするような買い取り価格を決定するならば，両者の効用関数の違いを考慮して
も，A層が不公正感を感じる可能性が高まるだろう。
　したがって，政府は，両者の間で予想回収期間の差を一定範囲内に止めつつ，需要を拡大する
ためには，上述の制度に加え，環境意識を高めるような広範で多様な政策を施行することが必要
である。そのことによって，B1 層の環境意識が高まるならば，所与の予想回収期間のもとで太
陽光発電の設置需要が増加する。言い換えれば，このことは，彼らの予想回収期間に関する需要
弾力性が高まることを意味するので，わずかな予想回収期間の短縮で十分な B1 層の需要の増加
が期待できるだろう。
　以上，検討してきたように，われわれは，太陽光発電の需要を拡大するために，ある一定のル
ールに基づいて，「住宅用太陽光発電導入支援対策補助金」および「太陽光発電の買い取り制度」
を充実させることが不可欠であるが，さらには，環境意識を高める多様な政策を施行することが
必要となるだろう。しかし，このような政策が，将来に亘って，充実されるという保証はあるの
だろうか。例えば，政府が，低炭素社会の実現という政策目標を掲げる場合，それは，長期的な
政策目標であり，政策手段である上述の２つの制度も長期に亘り遵守されることが前提である。
しかし，現実的には，人々がその目標や手段が変更されるのではないかという不安を抱くならば，
それは，太陽光発電設備の設置需要を抑制する要因になりうる。
　それでは，この不安を最小化し，需要を拡大するために，どのような方式が必要なのだろうか。
それは，たとえ，内閣改造や政権交代があったとしても，政権移行後も国民に政策の継続が保証
されることである。そのための手段は２つ考えられる。例えば，第１に，太陽光発電の普及を目
的に，主たる与野党が同様の協議のうえ，両政党のマニフェストに現行制度が確実に実行される
旨を記載することであり，第２は，太陽光発電の現行制度を短期的に変更されないような形で法
制化することである。さらに，そのことを国民に公約することが必要となるだろう。

Ⅲ　環境対策型国債（小宮山氏の言う「自立国債」）発行による設備設置案

　現在，「住宅用太陽光発電導入支援対策補助金」および「太陽光発電買い取り制度」によって，
A層と B1 層の太陽光発電の累積導入量が増加しているが，さらに太陽光発電を普及させること
が求められている。
　今後，政府は，2020年頃までに2005年比の20倍程度（2800万 kW）普及促進を加速するという
目標達成に向けて，これまでの政策を強化していくとしても，太陽光発電の需要をさらに増加さ
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せることが可能なのだろうか。現段階ではその目標達成は期待できないだろう。そこで注目され
るのは，小宮山  宏氏・東大総長（当時）が，平成21年３月12日開催された政府の“経済危機克
服のための「有識者会合」”において，環境対策型国債を発行し，太陽光発電システムの設置，
家庭での省エネルギー化を通じて，低炭素社会の実現を目指すことを提言した案

23）
である。この提

言を「小宮山案」として，その仕組みとねらいを以下に説明しよう。
小宮山案の仕組みは，図Ⅲ―１のように示される。
⑴　政府が太陽光発電の普及のための環境対策型国債を発行する。償還期間は，設備費用の予
想回収期間を考慮して，10年程度に限定したものにする。それを原資に太陽光発電設備を購
入・保有する。
⑵　設備を搭載するための住宅の屋根を貸す家計を公募し，採用された各家計の住宅の屋根に
太陽光発電を設置する。原資となる太陽光発電から得られた売電収入を国が得るので，屋根
を貸す家計は，償還に要する10年間は，電気代収入はないが特別な負担もない。しかし，償
還後は，屋根を貸した各家計に太陽光発電設備自体の所有権が国から移り，電気代収入は各
家計に支払われる。
⑶　国は，各家計の屋根に設置された設備より発電した電力を電力会社に売電することで，国
債の利払いと償還費用を賄う。すなわち，各電力会社が政府に対して売電料金を支払い，政
府が受け取ることで国債の償還がなされるので，その意味で自立的に償還できる国債とみな
すことができる。
⑷　国債は，太陽光発電の設備設置を普及推進する個人をはじめ，環境ファンド，グリーン・
インベスター

24）
などによっても購入される。

　小宮山氏の提言は，低炭素社会の実現と国債発行するという景気拡大を兼ねたものであるが，
本稿では，主として，低炭素社会の実現に向けての側面について検討し，「小宮山案」のねらい
を明らかにしよう。
　上述のように，「小宮山案」の仕組みが十分に機能するならば，家計の太陽光発電設備の設置
需要を急速に増加させることは可能である。一方，この仕組みが導入されるならば，太陽光発電
の関連産業において，相対的に毎年確実に一定数以上の需要が保証される。それにより，規模の
利益が生まれ，研究開発を促すとともに大規模投資が可能となる。その結果，太陽光パネルの発

図Ⅲ―１　環境対策型国債の仕組み

出所：http://www.kantei.go.jp/jp/keizai_kaigou/090321/09032 25.pdf「低炭素社会のための自立国債」を
参考に作成

国債償還後は消費者等へ譲渡国債発行
太陽光発電15年債　15万円／戸・年約10年で償還
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電効率が向上し，パネル価格の低下も期待できる。このように，「小宮山案」は，太陽光発電の
普及という目的を達成するための一つの理想的な手段ではあるが，国が「小宮山案」に基づいて
新しい仕組みを立ち上げようとするならば，以下のような実行上の課題や解決すべき問題を伴う
ことが予想される。
⑴　最も重要なことは，どのような主体がその組織を担うかである。まず，従来型の公的な組
織が考えられるが，その場合は，これまでの経験から，官の肥大化や非効率，恣意性などの
問題が懸念される。したがって，民間のノウハウを活用した PFI方式

25）
も視野に入れなけれ

ばならないだろう。また，より現実的な問題として，どのメーカーの機器をどのような基準
で選定するのか，入札方式はどのようにするのか，などが挙げられる。
⑵　政府がリスクを含む負担をすべてもつことで，多くの設置希望者が予測されるので，需要
を調整するための手段

26）
が必要になる。実際に，どのような基準で，どのような家計に設置す

るのか，どの程度の規模にするのかなどが検討課題となる。
　上記のように，「小宮山案」は，仕組みが十分に機能するならば，急速に太陽光発電の発電量
を増加させることができるが，上述のような実行上の課題があるので，家庭の屋根に設置するに
は問題がある。したがって，「小宮山案」を活かすならば，太陽光発電を家庭の屋根に設置する
方策よりも，公共施設に適用する方が現実的であろう。その場合は，例えば，自治体が，同様の
地方債を発行することによって，太陽光発電設備の初期費用を賄い購入したその設備を学校・官
公庁舎・図書館・保育園などの公的な機関の屋根に設置するのが望ましい。そこに設置した設備
から生じる電気代収入は，償還後，地域住民に対して還元することになる。

Ⅳ　現行制度に補完する方式

　本章では，広範な人々の太陽光発電設備設置のニーズを満たすために，Ⅱで述べた住宅用太陽
光発電導入支援対策補助金」および「太陽光発電買い取り制度」を充実しつつ，現在，設置して
いない B層に対して，設備設置を促すような方式を具体的に提案したい。

１　太陽光発電設備のレンタル方式
　そこで，まず，一定額の資金を最初に使うことをためらう人々に対する代替案として，レンタ
ル方式が考えられる。Ⅰの太陽光発電設備設置需要量の決定要因⑷―①によれば，時間選好の高
い人々は，最初に一定額の資金投下をためらう層である。現行制度の下，予想回収期間の長短よ
りも，むしろ，最初に一定額の資金を使うことをためらう時間選好の高い人々を B2 層としよう。
すると，民間企業は太陽光発電設備の利用を促進するために，太陽光発電設備を貸出すレンタル
方式を提案するだろうし，当然ながら，B2 層は時間選好の高い人々なので，レンタル方式を利
用するだろう。その具体的な仕組みについては，以下の通りである。
　太陽光発電設備のレンタル方式の仕組みは，図Ⅳ―１に示される。企業は，例えば，社債発行
などで調達した資金で太陽光発電設備を購入し，家計に対してレンタルすることを提案する。家
計は，太陽光発電設備のレンタル料と設備を設置したことによって生じる電気代の節約額とを比
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較して導入するか否かを決定するので，電気代の節約分がレンタル料金を上回る場合には，レン
タル利用者が増加する。しかし，日照時間の不足などで，実際の売電収入が予想する売電収入を
下回る場合がある。その場合の損失は，レンタル利用者が負担することになるので，そのリスク
を懸念する人々は，レンタル方式の利用を避けるだろう。
　したがって，この仕組みは，レンタル料が低下するならば，普及が期待できる。しかし，企業
が太陽光発電設備のレンタル事業を展開するに際しては，資金調達コストが伴い，企業はコスト
上昇分をレンタル料に上乗せするので，政府がこの方式で太陽光発電の普及をさせようとするな
らば，企業に対しては利子補填，家計に対してはレンタル料金の一部補助を施行することが求め
られる。

２　売電収入補償方式の提案
　Ⅰの太陽光発電設置需要量の決定要因によれば，現在，太陽光発電設備を設置しない B層の
なかで，相対的にリスク回避的な人々が存在し，その層の人々を B3 層とする。彼らは，現行制
度のもとでは，売電収入が不確実なので，予想回収期間も不確実であり，したがって，設備設置
をためらう。では，B3 層の需要を増加させるためには，どのような方式を採ればよいのだろう
か。それは，売電収入の不確実性を最小化し，リスクを回避するために，確実に売電収入を得る
ことで回収期間を確定させる方式でなければならない。そこで，次のような２つの方式を提案し
たい。
⑴　売電収入の固定額を支払う方式
　第１は，売電収入に変動幅があり，予想回収期間も不確実であるので，政府が売電収入の固定
額を支払う方式（以後α方式とする）である。それは，図Ⅳ―２（縦軸に売電収入として，横軸に回収

期間をとる）に示される。
　太陽光発電の発電量は，日照時間に左右されるので，実際の売電収入が変動する。
そこで，政府が，実際に変動する売電収入を受取る一方で，各家計に売電収入の固定額を支払う
ことになる。具体的には，
①各地域の各月の日照時間を，例えば，過去５年のデータから抽出し，それぞれの平均日照時
間を決定する。
② ①のデータに基づき，平均売電収入 =平均日照時間 x発電効率 x売電価格から，各月の売

図Ⅳ―１　レンタル方式
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電収入が決定される
27）
。この月額が，家計に支払われる。

③設備設置後は，政府が受取る実際の売電収入 =日照時間 x発電効率 x売電価格であり，こ
れは，日照時間の変化によって変動する。
④もし，②より簡単化のために，ある月の日照時間の平均値からの売電収入を，例えば，すべ
て１万円と仮定すると，実際の売電収入が日照時間の違いによって，たとえ，８千円あるい
は１万２千円になるとしても，家計の売電収入は１万円になるので，家計の売電収入が年間
12万円と固定され，回収期間が確定する。したがって，設備設置後は，日照時間の変化によ
って，電気代収入が平均値を上回ったとしても，家計の売電収入は12万円に止まるので，需
要の増加が見込まれるのは，リスク回避的な B3 層のみであろう。
⑵　売電収入の平均を最低額として補償する方式
　太陽光発電の設置需要を増加させるために，第２は，政府が売電収入の平均を最低額として補
償する方式（以後β方式とする）である。それは，図Ⅳ―３に示される。
　太陽光発電の発電量は，上述のように，日照時間に左右されるので，実際の売電収入が変動す
る。そこで，政府は，各地域の変動する売電収入の平均を最低額として家計に補償することにな
る。具体的には，
①～③は，上述のα方式と同様である。
④もし，ある地域のある月が，①に基づく日照時間よりも実際の日照時間が下回る場合にのみ，
政府は売電収入と実際の売電収入の差額を補償する。例えば，政府がある地域のある月の売
電収入を１万円と決定したとしよう。ある月の日照時間が予想を下回り，実際の売電収入が
８千円になったとする。その場合，政府が家計に売電収入として８千円ではなく１万円を支
払う。一方，ある月の実際の売電収入が１万２千円であるならば，家計に売電収入として，
Ⅰ万円ではなく１万２千円を支払うことになる。β方式においては，売電収入が８千円の場
合，α方式と同様に１万円を支払うけれども，売電収入が１万２千円の場合では，α方式と
違い１万円ではなく１万２千円を支払うことになり，唯一，この点がα方式との違いである。
⑤したがって，家計は，売電収入の平均を最低額として受け取ることができるので，最長回収

図Ⅳ―２　売電収入の固定額を支払う方式

政府の売電収入
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図Ⅳ―３　売電収入の平均を最低額として補償する方式
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期間が確定する。例えば，設備設置費用を200万円とし，政府が毎年の売電収入の平均の最
低額を20万円と決定するならば，最長回収期間は10年となり，日照時間が予想を上回れば，
それだけ予想回収期間は，短くなることが期待される。

　以上の２つの方式を比較するならば，β方式の方が，α方式よりも政府の財政負担を伴うけれ
ども，需要の増加が期待できる。したがって，β方式の効果に近づけようとするならば，α方式
に補助金（図Ⅳ―２において2,000円）を加えることによって，需要を増加させることが期待できる。
　最後に，時間選好が高く，且つリスク回避的な人々への方式を考えてみよう。現行制度に加え
て，上述のβ方式が導入され，最長回収期間が確定したとしても，自費で設置しない層がおり，
そのような人々を B4 層としよう。B4 層の需要を増加させるために，β方式とレンタル方式を組
み合わせることが考えられる。この方式によって，B4 層の需要が期待できる。
　以上述べたように，太陽光発電の普及のための現行の政策は，「住宅用太陽光発電導入支援対
策補助金」および「太陽光発電買い取り制度」であるが，2020年までに CO2 排出量を1990年比
25％削減するという目標達成に向けて，いっそうの多様な政策が必要になる。それゆえ，われわ
れは，本稿で太陽光発電を普及させる具体的な提案を行った。すなわち，B1 層（予想回収期間の
長さを懸念する人々）に対しては，「現行の制度を充実させて，予想回収期間を短くする方策」，B2 
層（最初に一定額の資金を使うことをためらう時間選好の高い人々）に対しては，「太陽光発電設備の
レンタル方式」，B3 層（平均売電収入が不確実なので，予想回収期間も不確実であると考えるリスク回避
的な人々）に対しては，「売電収入補償方式―⑴売電収入の固定額を支払う方式，⑵売電収入の平
均を最低額として補償する方式」，B4 層（時間選好が高く，且つリスク回避的な人々）に対しては，
「売電収入の平均を最低額として補償する方式とレンタル方式の組み合わせ」という提案である。

Ⅴ　事例報告　「おひさまゼロ円システム」官民協働の取り組み

　「おひさまゼロ円システム」とは，「おひさま進歩エネルギー（組織体は株式会社）」は個人が９
年間月々19,800円を支払うことで個人の住宅に太陽光発電パネルを設置し，余剰電力の売電収入
を個人に還元し，設置10年目に当該パネルの所有権を個人に移転する

28）
ものであり，言わば，官民

協働のレンタルシステムである。環境モデル都市長野県飯田市は，おひさま進歩エネルギー，飯
田信用金庫と協働で住宅への太陽光発電の普及とエネルギーの地産地消をさらに推進するため，
設置費用ゼロ円でシステムを構築した

29）
。それは，図Ⅴに示される。

「おひさまゼロ円システム」の仕組みは，以下の通りである。
⑴　飯田信用金庫は低利融資で「おひさま進歩エネルギー」を金融面から支援する（１件当たり

170万円）。
⑵　飯田市は，設置者に対して市から交付する住宅用太陽光発電システム設置奨励金10万円と国
から交付される補助金20万円を「おひさま進歩エネルギー」に交付することを通じて，市民が
設置費用ゼロ円で太陽光発電を設置できるよう財政面から後押しする。
⑶　「おひさま進歩エネルギー」は，住宅の屋根に無償で太陽光発電設備（200万円）を設置し，
その家計に契約により９年間電力を供給するので，同契約中のメンテナンスは同社が負担する。
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一方，設置者はこの電力を購入し，毎月定額19,800円を「おひさま進歩エネルギー」に支払う
（実際には，特別目的会社おひさまグリッドに支払う）。また，自家消費分を除く余剰電力は中部電
力に売電することができるので，実質の負担額は，「おひさま進歩エネルギー」へ支払う
19,800円から売電収入を差し引いたものになる。９年間の使用貸借契約が終了する10年目に当
該パネルの所有権が設置者に移転される。その後，設置者はそのパネルから発電した電気を無
償で使用することができる。なお，パネルの耐用年数は，20～30年と予想されている。
⑷　今，家計の月々の平均的な電気代が19,800円であると仮定して，ある家計がこのシステムを
利用するか否かを考えてみよう。もし，日照時間が予想を下回るならば，その場合，家計がそ
のリスクを負担する。一方，日照時間が予想を上回るならば，当該パネルからの発電量は予想
よりも上回る。その場合，家計は自己消費分を除いた余剰電力を中部電力に固定価格（従前の
電気料金の倍額）で売電できるので，それは家計の利得になる。したがって，実際の電気代負
担額は月々の電気代支払額から売電収入を差し引いたものとなる。
　「おひさまゼロ円システム」は，われわれが，Ⅳ―１で検討したレンタル方式に近いシステムと
みなすことができる。なぜなら，それは，レンタル方式と同様に日照時間が予想より下回る場合
は，自己消費分の電力を設置者が電力会社から買電しなければならず，そこに不確実性を伴う。
また，「小宮山案」に近い面もある。それは，それぞれ一定期間後，当該パネルの所有権が設置
者に移転することである。具体的には，「小宮山案」は国債償還後であり，「おひさまゼロ円シス
テム」は使用貸借終了後である。
　「おひさま０円システム」において，「小宮山案」で課題であった事業主体は，民間企業の「お
ひさま進歩エネルギー」が担っており，より現実的であると考えることができる。「小宮山案」
の場合には，政府がリスクおよび負担をすべてもつという直接的なものであったが，「おひさま
ゼロ円システム」では，間接的な助成にとどまっている。さらに，民間金融機関との連携による
低利融資で資金供給を促すことによって，官民協働のシステムを実現している。したがって，こ
の方式は，今後，家計に太陽光発電システムの設置を普及させていくための一つの方式（モデル）

になる可能性がある。また，B3 層（売電収入に不確実性を感じるリスク回避的な人々）の存在を考慮
するならば，政府は，日照時間が予想より下回る場合に生じる電気代の負担分を補償することが
考えられる（われわれのβ方式が参考になるだろう）。

図Ⅴ　おひさまゼロ円システム（官民協働事業）

出所：IIDA SHINKIN BANK  HOTLINE 2010“「おひさま０円システム」への協働”を参考に作成
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　「おひさまゼロ円システム」の2009年度の導入実績と2010年度の現況を見てみよう。2009年度
は，上述のシステムによって，2010年１月より一ケ月間，同システムの「申し込み募集（募集枠
30件），資料請求110件のうち，半数以上の64件の方から申し込み（倍率2.1倍）であった

30）
。同シス

テム設置者の導入事例を見ると，例えば，年間約24万円の支払いに対して，余剰電力の売却で14
～18万円ほどの売電収入があり，結果的に（年に６～10万円ほどの負担を９年間）で，太陽光発電設
備を設置しつつ，10年目には太陽光パネルが自分のものになるという結果になっている

31）
。

　2010年度は，募集枠を50件に広げるとともに，市民出資「信州・結いの国おひさまファンド」
を活用して資金調達を行い，太陽光発電の普及促進を進めている。出資者は，グリーン熱証書発
行基盤整備事業を通じて，出資に対して分配金（目標金利２～2.5％）を受け取ることができる仕
組みである

32）
。

お わ り に

　2011年３月11日に発生した東日本大震災では，福島第一原子力発電所で未曽有の大事故が起き，
原子力発電の安全性に対する大きな不安が生じ，それを契機として，再生可能エネルギーの期待
が高まっている。そこで，現在も政策手段として採られ，今後も期待される再生可能エネルギー
の活用が有力な手段であるが，さらに普及促進させるならば，現行制度に加え，ニーズに合わせ
て広範かつ多種多様な方式の組み合わせによって普及を拡大していくことが重要である。われわ
れは，現行制度を補完する方式として，「売電収入補償方式―⑵売電収入の平均を最低額として
補償する方式」が，最も注目に値する方式と考えている。
　再生可能エネルギーの活用が期待されるなか，太陽光発電の需要を拡大させるためには，今後，
多方面からのさまざまな提案が出されることを期待したい。
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13）　太陽光発電システムのコスト低減は，今後の太陽光発電の大幅な導入拡大の鍵を握る重要な要素の
ひとつである。NEDOが作成した「太陽光発電ロードマップ（PV2030＋－2050年を視野に入れた太
陽光発電の技術開戦略）」によれば，システムのコスト低減により，太陽光発電は順次グリッドパリ
ティ（系統電力と競合できる価格：2020年までに家庭用電力（23円/kWh），2030年までに業務用電
力（14円/kWh），2050年までに事業用電力（７円/kWh）を実現するとしている。（22―26頁）

14）　内閣府「新たな成長に向けて」2009年４月９日　内閣府ホームページより
　 　〈http://www.kantei.go.jp/jp/asospeech/2009/04/09speech.html〉参照
　 　麻生元総理大臣が，「新たな成長に向けて」という題目での講演のなかで「低炭素革命」に向けた
ビジョンを示し，それは，2009年４月に発表した経済危機対策に盛り込まれた。

15）　政府による「住宅用太陽光発電導入支援対策補助金」は，1994年に「住宅モニター制度」として始
まり，その後「住宅用太陽光発電促進事業」として2005年（平成17年）まで継続された。1kW当た
りの補助額は，制度導入時には90万円であったが，順次減額した。2003年度には９万円，その後2004
年度は4.5万円，2005年度には２万円まで引き下げられ，2005年度に一旦廃止された。その後，政府
は，「福田ビジョン」の発表に太陽光発電を重視した政策を打ち出し，2009年１月補助制度を再開し
た。2009年11月の「事業仕分け」では「全量固定価買い取り制度」へ再編すべきとし，当該補助の予
算計上を見送る結論が出された。（22―21頁）支援が重複しないよう，補助制度を廃止した上で全量買
取制度を導入するべきとの意見が出されている。（23―8頁）

16）　「住宅用創エネルギー機器等（太陽光発電システム）補助制度について」東京都庁―環境局ホーム
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ページより  〈http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/renewable_energy/solar_energy〉参照
17）　「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案について」
　 　経済産業省ホームページ　平成23年３月11日　News Releaseより
　 　〈http://www.meti.go.jp/press/20110311003/20110311003.html〉参照
　 　経済産業省は，「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案」を第177
回通常国会に提出することとした。本法律案は，エネルギー安定供給の確保，地球温暖化問題への対
応，環境関連産業の育成等の観点から重要な再生可能エネルギーの利用拡大を図るため，再生可能エ
ネルギーの固定価格買取制度を導入するためのものである。

18）　「買い取り制度ポータルサイト」資源エネルギー庁　ホームページより
　 　“平成23年度の買い取り価格（太陽光発電の余剰電力買い取り制度）”
　 　〈http://www.enecho.meti.go.jp/kaitori/23kakaku.html〉参照
　 　太陽光発電の余剰電力買取制度：平成23年度の買取価格が住宅用（10kW未満）42円/kWh，住宅
用（10kW以上）及び非住宅用40円 /kWh等に決定した。

19）　「平成23年４月分の電気料金から，太陽光発電促進付加金の負担が開始」政府広報オンラインより
　 　〈http//www.gov―online.go.jp/pr/theme/taiyokohatsuden_kaitoriseido.html〉参照
20）　「同上ポータルサイト」同ホームページより
　 　“太陽光発電促進付加金（同上）”
　 　〈http://www.enecho.meti.go.jp/kaitori/surcharge.html〉参照
　 　太陽光発電促進付加金の単価は，居住する管内の電力会社が買い取る費用の総額により異なるので，
電力会社ごと，年度ごとに変化する。

21）　22―27頁
22）　今，残された不公平性の問題があるとすれば，太陽光発電設備の設置が物理的に不可能な家計に対
して，政府が何らかの対応策をとることが必要であるだろう。

23）　経済危機克服のための「有識者会合」内閣府ホームページより
　 　〈http://www.kantei.go.jp/jp/keizai_kaigou/090321/gijiroku_3.pdf〉以下内容　参照
　　経済危機克服のための「有識者会合」議事録次第 P. 9　平成21年３月21日
　 　小宮山　宏氏（東京大学  総長時代）の提言は次の通りである。「今できる日本の策というものを
低炭素ということの一本に絞って具体案を提案させていただきたいと思います。太陽光発電システム，
家庭での省エネルギー化，この２点での低炭素社会をつくるために自立的に償還できる国債を発行す
るということを提案いたします。10年で２％の CO2 が削減されます。それに要する国債発行の年額
は２兆円，これは最初に申し上げたように償還されます。例えば，四千数百万軒の家庭がございます
が，こういうものに全部載せたら先ほど言った数十％の削減になるのですが，いきなりそれはできま
せんから，新築の半分の50万戸くらいに載せていくという感覚で全体の７分の１くらいをやると２％
になる」。

24）　「第２章　環境負荷の少ない社会経済システム構築に向けた各主体の取組  第２節  企業の「変化
とその背景“市民の変化への対応”」『平成14年度版環境白書』

　 　投資対象を選択する際に企業の環境配慮行動を考慮する投資家。
25）　「PFI導入支援ツール」内閣府民間資金等活用事業推進室ホームページより
　 　〈http://www8.cao.go.jp/pfi/tools.html〉参照
　 　PFI（Private Finance Initiative）とは，公共施設等の建設，維持管理，運営等を民間の資金，経
営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法。

26）　需要を調整するための手段として，次の３つが考えられる。
　 　①設置者の一定の年間所得水準に依る。（例えば，年収400万円以下の家計に適用する）
　 　② 設備設置費用を義務付け，その支払い金額によって決定する。（例えば，設置費用を１万円・２

万円・３万円の中から，高い費用負担の設置者を優先する。）
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　　 ③公開抽選ということもありうる。
27）　平均売電収入を規格化するには，例えば，各地域における各太陽光発電設備の発電効率には差が生
じるので，克服すべき実行上の課題を伴うことが予想される。

28）　「緑の分権改革推進会議事第４分科会（第４回）議事要旨」平成23年３月１日
　 　“有識者による事例報告：原  亮弘氏（おひさま進歩エネルギー株式会社  代表取締役社長）”
　 　総務省ホームページより
　 　〈http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/bunken_kaikaku/41759.html〉参照
29）　「太陽光発電０円設置の募集について：住宅に０円で太陽光発電を設置」平成22年１月13日
　　 市内で太陽光発電を普及し，地球温暖化防止を進める環境モデル都市行動計画の取り組み事例。
　　 飯田市役所ホームページより
　 　〈http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/info/detail.jsp?id=4785〉参照
　 　「飯田市が太陽光発電普及のため全国初の設置費用０円システム構築」
　 　社会：［2009年12月29日火曜日８時36分］南信州新聞社ホームページより
　 　住宅を選定する際の設置基準は下記の通り。〈http://minamishinshu.jp/news/society〉参照
　 　①飯田市に住所を有する者が所有し，この住宅で実際に生活を行っている。
　 　②南向きなど日照条件のよい屋根に3.5kWを標準とする太陽光パネルが設置できる。
　 　③屋根材が太陽光パネルの荷重に耐えられ，設置しても雨漏りなどの恐れがない。
　 　④中電との受電契約があり，系統連系ができる。
　 　⑤事業主体が定める標準費用で設置できる。
30）　おひさまエネルギーファンド株式会社（本社：長野県飯田市，共同代表：原亮弘・飯田哲也）
　 　あなたのお金が温暖化を防ぐ「信州・結いの国おひさまファンド」案内冊子より
31）　「おひさま０円システム」JFSニュースレター　ジャパン　フォー　サステナビリティより
　 　〈http://www.japanfs.org/ja/join/newsletter/pages/030618.html〉参照
32）　同上案内冊子より
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